
岐阜県消 費者啓発 推進員設 置要綱  

 

（設置）  

第１条   県民の 消費生活 の安定 及 び消費者 知識の向 上を図る ため、消

費者教育 の推進 及 び消費生 活に関 す る普及啓 発活動 を 行う 岐阜 県消

費者啓発 推進員（ 以下「推 進員」と いう。） を 設置す る 。  

 

（登録の 資格）  

第２条   推進員 に登録 す ることが できる者 は 、消費 者教育 の 推 進及び

消費生活 に関する 普及啓発 活動を行 う意思を 有し、次 のいずれ かの

条件を満 たすもの とする。  

  １  消費生活 広報啓発 人材養成 講座 （平 成２４年 度開催） 等、県

が実施す る講師養 成講座を 修了した もの            

  ２  独立行政 法 人国民 生活セン ターが実 施する講 師養成講 座を修

了したも の  

  ３  消費生活 相談経験 のあるも の  

  ４  その他、 推進員と して資質 能力を 有 するもの  

 

（登録の 方法）  

第３条  推進員に 登録しよ うとする 者は、 岐 阜県消費 者啓発推 進員登

録申請書 （第１号 様式）を 県に提出 しなけれ ばならな い。  

２  県は 、前項の 規定によ り推進員 の登録申 請があっ たときは 、その

資格を審 査し、 登 録 を認め るとき は 、 岐阜県 消費者 啓 発推進員 登録

証（第２ 号様式） を交付す るものと する。  

 

（登録の 有効期間 ）  

第４条  登録の有 効期間は 、登録 の 日から登 録の日の 属する年 度の３

月３１日 までとす る。  

 

（登録の 更新）  

第５条  推進員の 登録は 、 年度ごと に 更新す ることが できる。  

 

（登録の 取消し）  

第６条  県は、推 進 員が次に 掲げる事 項のいず れかに該 当した場 合は、

登録を取 り消すこ とができ る。  

（１）推 進員から 辞退の申 出があっ たとき。  

（２）推 進員とし て政治的 活動、宗 教的活動 又は 営利 を目的と した活

動を行っ たとき。  

（３）県 の信用を 著しく傷 つけたと き。  

（４）前 ３号に定 めるもの のほか、 県が特に 推進員 と して ふさ わしく

ないと認 める事由 が発生し たとき。  



２  登録 の取消し を受けた 者は、 岐 阜県消費 者啓発推 進員 登録 証を速

やかに、 県に返還 しなけれ ばならな い 。  

 

（活動）  

第７条  推進員は 、 県の依 頼を受け 、次に掲 げる活動 を行う。  

（１）県 が実施す る 出前講 座の講師  

（２）県 及び関係 団体 が開 催する各 種催事 で の普及啓 発活動  

（３）消 費者教育 の推進及 び消費生 活に関す る普及啓 発活動に 係る知

識及び技 術の習得 を目的と した学習 会 等への 参加  

（４）そ の他県が 必要と認 める活動  

 

（守秘義 務）  

第８条  推進員は 、推進員 としての 活動によ り知り得 た個人情 報 等を

他に漏ら してはな らない。 推進員を 退いた後 も同様と する。  
 

（事故報 告）  

第９条  推進員は 、第 ７条 に定める 活動中に 事故があ った場合 は、速

やかに、 県に報告 しなけれ ばならな い 。  

 

（経費の 支出）  

第１０条  県は、 第７条に 定める活 動につい て予算の 範囲内で 必要な

経費を支 出するこ とができ る。  

 

（保険）  

第１１条  県は、 第 ７条に 定める活 動 中の事 故に備え 、公費に より保

険に加入 すること ができる 。  

 

（事務処 理）  

第１２条  推進員 に関する 事務は、 岐阜県環 境生活 部 県民生活 課 にお

いて処理 する。  

 

   付  則  

 この要 綱は、平 成２ ６年 ４月１日 から施行 する。  

 この要 綱は、平 成２９年 ４月 １日 から施行 する。  

 この要 綱は、 令 和４年３ 月１日か ら施行す る。  

 



第１号様式（第３条関係） 

 

   年   月   日 

 

（あて先）岐阜県知事宛て 

 

 

岐阜県消費者啓発推進員登録申請書 

 

申請者          

氏名           

 

 

下記のとおり、   年度岐阜県消費者啓発推進員の登録を申請します。 

 

ふりがな 

氏 名 
 年齢    歳 職業 

住 所 
〒 

  

連絡先 

電話番号 ファックス番号 

携帯番号 

メールアドレス 

相談員等

資格の有無 

   有                        無  

（資格名：                                ）      

 



（第２号様式） 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面                        裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県消費者啓発推進員登録証 

 

氏    名  

 登録期間    年   月   日から 

                年   月   日まで 
    

 

                 年  月  日 

 

         岐阜県知事     印 

 

この登録証を携帯する者は、岐阜県消費者啓発 

推進員設置要綱に基づき、県に登録し、消費者教育

の推進及び消費生活に関する普及啓発を行う者で

す。 

 

 

 

 

                


